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ウォーターフロント開発 における都市と港湾

ーグレーゾーンの検出と融合化の方策一
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1 .ウォーターフロント開発の認識と動向

横内憲久

（日本大学）

現在，東京をはじめとするわが国の大都市は，大きな変革の渦中にある。

その変革を促進させる要因は，都市化，国際化，そしてとれらを根底から支

えている情報化といったキーワードで表される。もとより，乙乙で用いられ

る都市化とは農村 Crural)が人口，産業等の集積lζよって都市（urban)

化されるという概念ではなく．第3次産業とも第4次産業ともいわれる都市

（都心） 機能の都心へのさらなる集積・純化状況を指している。また，金融

市場の開放，一固には止どまらない世界市場を対象としたコンペンション，

メッセ，リゾート等の施設立地といった事象をて乙とした国際化．そして，

乙のような状況を高度情報システムによって促進させる情報化． 乙れらがノf
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ラレノレIL.相互に関連しあいながら大都市は変革の過程にある。

乙のような状況は，都市を生命体のアナロジーとして捉えるなら当然の乙

とである。つまり．都市・生命体は一日でも多く永らえるために，また．他

の都市との差別化を行うための手段として，都市に武装を施す乙とは必定で

あり．都市間競合が著しい現在iとあって，先のキーワードの促進は武装の具

現化といえる。しかし，乙れらの乙とが．都市にさまざまな歪みを惹起させ

ている乙ととはまた別の問題である。 急速な都市化，国際化，情報化等i乙対

応するには，それらの集積地である都心地域における空間の確保が必要であ

り，その結果，異常な地価の高騰をまねいている ζとは周知の事である。一

方，乙れまでに現出していた都市問題もいっ ζうに解決の方向には向かわず，

ζ乙でも空間獲得の要請が叫はれている。

乙のような状況に対して，都心地域にある大規模な工場や倉庫等の臨海型

第2次産業および関連産業がエレクトロニクス化，業務の方向転換等lζ伴い．

郊外に流出，機能転換しはじめ，その跡地の再利用が模索されている。都市

のウォーターフロントが乙乙数年注目されてきたのは，乙のような都市の変

革が下敷きとなっているのである。もちろん，わが国より10年から20年も前

に欧米諸都市川ではウォーターフロント開発が実施され．その成功事例lζ刺

激されたととや，都市生活者の水辺環境の重要性lζ対する認識の萌芽等も忘

れではならなし、。しかし，わが国のウォーターフロント開発計画と欧米先進

事例との異なる点は，先進事例のウォーターフロントが繁栄 衰:iJ3-一再開発121

とし、う過程を経てきたのに対して．わが国は明確なる衰退時期を経験する乙

となく展開されるという乙とである。乙の乙とは，衰退期を経験する乙との

重要さを述べている訳ではなく，都市のウォ ーターフロントを見直し，位置

づけを明確化する時期を失するのではとしづ危倶を抱かせる。換言すると，

現在のウォーターフロン卜開発が空間要請に対する空間供給源という意味に

のみ偏り，都市におけるウォーターフロントの位置づけが暖昧になり，マク

ロ的展望をないがしろlζしかねない乙とを示唆する乙とにもなろう。極めて

言えば， ウォーターフロン卜は，都市にとって有効な施策を展開できる最後

の空間ともいえるものであり，明確なるビジョンのもとに開発計画がなされ
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るべきである。

注（1) 先進事例としては．インナーハーパ一計画（ボノレティモア）が1964年．サウス

スト リート・シーポート計画（ニューヨーク）が1976年，チャーノレズタウン・

ネービ一ヤード計画（ボストン）が1976年等，それぞれ10～20年程度以前から

計画・事業が開始されている（文献①pp.55～191）。

(2) 文献①pp.17～20参照。

2.ウォーターフロ ン卜研究の意義

ウォーターフロント lζ関する研究を展開する上において．まず最初lζ問題

となる ζとのひとつにウォーターフロン卜の定義およびその領域がある。乙

の両者は殆ど同義であるが．殊にその領域を空間的K限定する乙とは現在で

はかなり困難であると同時に， 空間的明確化をするととの意味は殆ど見いだ

せない。つまり，ウォーターフロントが水辺に存在する乙とは自明である

が，水際線から陸側あるいは水域側の領域を物理的に規定するととは都市の

状況によって大きく異なるため．一概iζ限定でき得ないのは当然であろうし，

仮にそれがなし得たとしてもひとつの目安にはなるが．ウォーターフロン卜

の本質を語っているとは言い難し、。確かに，法的な取り決めを行う際iとは，

便宜的にその領域を限定する ζとは行われている111が，その理由は明確では

ないζとが多いのも事実である。現在ではウォーターフロントの領域を設定

するよりも，ウォーターフロン卜の概念を構築するととの価値の方が意義深

いと考える。

ウォーターフロントに関連する既往研究においても乙のととは同様である。

例えば，港湾経済分野の北見俊郎氏は「臨港地域」と称してウォーターフロ

ントの概念の重要性を，土木工学分野の長尾義三氏は「沿岸域Jと称してそ

の意義性を，都市計画分野の上回篤氏は主に都市河川を対象に「水辺空間」

と称してウォーターフロントの線的重要性の認識を．建築分野の鈴木信宏氏

は建築と水の関わりを対象に「水空間」と称してウォーターフロントの点的
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重要性の認識を，それぞれ述べており 121’都市におけるウォーターフロント

の定義および領域の限定よりも，都市においてウォーターフロントをどのよ

うに捉えるべきかに重きを置き．その研究を展開しているといえよう。著者

のづ車の研究においても，ウォーターフロントの面的重要性，つまり，ウォー

ターフロントとそのヒンターランド（圏域）との関連．都市におけるウォー

ターフロントの位置づけ，そして，都市生活者の意識等を対象として展開し

ている。ウォーターフロントは水際という場だけの開発ではなく，そ乙iζ盛

り込まれたウォーターフロントの意味が重要であると捉えるものである。

注（1) アメリカ合衆国で多く法制化されているCoastalZone Management (CZ 

M) Act.やCZMProgramにおける沿岸域（coastalzone）を乙乙でいう

ウォーターフロントと捉えると，その領域は．例えば． ジョージア州では「大

陸棚斜面から陵上の洪積層100フィートまでJ.カリフォ Jレニア州では「沖合

37イノレから陸上0.5マイルまでJ.マサチューセッツ州では「沖合37イJレ

から指定された主要道路．鉄道等から内側100フィー卜までJ等である。わが

国の海岸法では．ウォーターフロントを海岸保全区域として考えれば．春分の

日における水際線から陸域．水域側50メートノレとしている（文献②pp.14～15,

③p.1)。いずれも便宜的に設定している。

(2) 北見俊郎氏は， 「臨港地域は．水際性を土台にして．港湾機能と都市機能がもっ

とも交流する空間」として臨港地域の整備と確立の重要性を述べている（文献

④p.162. 169）。長尾義三氏は， 「人聞社会が沿岸域をとう開発保全すればよ

いのかと考えるのではなく．沿岸域の中で．人間・社会はどう生きるべきなの

かJが重要であるとしている（文献⑤p.7）。上田篤氏は， 「ラビリンス化す

る都市IL必要なアリアドネの糸」を都市河川にみたて．水辺空間を 「全体の見通

しのきく空間」として．水網都市の提案をしている（文献⑤pp.74～80）。鈴

木信宏氏は，水空間と，それを受け取る人とのつながりを「水のイメ ージJと

して体系化している（文献⑦pp.14～16）。

3.ウォーターフロント開発の問題点
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現在あらゆる分野で提案されているウォーターフロント開発の多くは，先

lζ述べた産業構造等の変革により．あるいは埋立て方策により現出した，水

際域の地先部分の有効利用として捉えられる。また，乙れらiζ刺激を受けて

とれまで殆ど使われていなかった地先までも．ウォーターフロントという乙

とで計画にあがっている場合もある。さらに．現在，港湾．漁港あるいは産

業的利用が活発・健全K行われている地域にも拘わらず，それらを押し退け

る勢いで他機能の導入が図られるウォーターフロント開発が画策されている

場合もある。 ζのような状況は．ウォーターフロント地先であれば殆どの開

発が容認されるかのようにとれる風潮である。しかし，ウォーターフロント

開発は，水域が存在していればど乙でも成り立つものではなく．あくまでも

都市と一体となってはじめて機能するととを再確認すべきである。つまり，

ウォーターフロントは都市の中で切り取られた独自の空間ではなく．アーバ

ンコンテクスト Ill（都市の文脈）の中で捉えられなければならない。そうで

なければ，どんなに質の高い施設をウォーターフロント地先に立地させても

その利用頻度は高くならず，かえって開発のデメリットを強調しかねないの

である。

ウォーターフロント開発のメリットのひとつに，都市生活者に対して親水

機能を供給するという側面も強調されている。前述したように，ウォーター

フロントの台頭の要因のひとつとして．都市生活者の水辺環境の獲得に対す

る意識の萌芽をあげたが，乙れに対応するかたちで開発計画では.l)<IL触れ

るととのできる空間の提案が目白押しである。乙の乙と自体は，もちろん望

むべきととであるが．ウォーターフロントが保有している特性は，乙のよう

な「アメニティ性Jだけではなく，方向感覚が得やすいという「方向性」，

空間の性格づけが容易になるという「閉鎖性J，蓄積された文化が得やすい

という「文化性」 等ω多くのものがある。アメ ニティ性のみにあまり固執す

ると乙れらの特性が忘れ去られ，アーバンコンテクストという概念が希薄に

なる。ウォーターフロント開発は，ウォーターフロントが保有している乙れ

ら特性を十分に活かすζとを推進すれば．必然的i乙都市との一体化が肝要で

ある乙とが明確化してくると考える。
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注（1) D.M.レンは．ウォーターフロ ン卜を． 「単に都市の中における海岸線の位

置だけを意味するのではなく．土地と水域の利用方法．歴史的・文化的資源，

アクセスと循環（サーキュレーション）．視覚的特性などを考慮すべきであるJ

としている（文献①p.40）。

(2) 「方向性Jとは，大きな広がりをもっ海岸や河川空間は，都市のわかり易さを

強調するものである（文献⑥）。 「閉鎖性」とは．ウォーター フロン 卜が原則

的には180。程度以上水面K面している乙とから．陵域と隔絶されている部分

は．陸からの影響を受けにくいという乙とである。 「文化性」とは，都市の発

祥地の多くはウォーターフロントであるととから，長い歴史を持っており ，そ

の有形，無形の蓄積を利用する乙とによって，開発がし易くなるという乙との

意である。

4.都市と港湾の黍離とグレーゾーン

ウォ ーターフロントは，その水域を海．河川，湖沼等としているが，わが

国の都市部を対象とした場合は，殆どが海．河川といえ，さらに．現在の

ウォーターフロ ント開発の台頭・動向を慨観すると，港湾地域およびその関

連地域の集積地が大半を占めている。そのため．都市とウォーターフロント

の一体化の必要性は，都市と港湾の融合化と言い換えても過言ではないであ

ろうし．また．前述までの記述もその乙とを念頭iζおいである。

都市と港湾の融合化の必要性．換言すれば都市と港湾のヨJE離状況に対する

問題点等は，もうすでに多くの先学者の指摘Illがあるととから．詳細はそれ

らに委ねると して，乙乙では．事離状況にいたる要因およびその対策等につ

いての考えを述べる乙ととする。

ウォーターフロ ントを巡る変革の状況に呼応するように．近年ウォーター

フロントで－はスポーツ ・レクリエー ション施設．公園緑地．供給処理施設な

ど様々な施設の立地があり．また．港湾においても物流に影響を与えない範

囲において，臨港地区の用途制限を緩和する方向で検討がなされている

しかし’それらの諸施設は十分に利用されているとは言い難く，都市生活者
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図1 グレーゾーンの概念

の認識も希薄であるのが現状であるω。その原因は，物理的に市街地から遠

い乙と． 交通手段等のアクセスの悪さ，周辺環境の未整備などに加え．都市

と港湾の聞に．そのどちらの機能ともつかない暖昧（グレー）な性格の地域

が存在すると考える。乙乙では． ζの地域を「グレーゾーンJ141と称してい

る（図 1）。乙のグレーゾーンは，一面では，都市と港湾両地域の影響を相

互に阻止する緩衝帯として機能する場合もあるが．土地利用の位置づけが明

確でない乙とから．都市と港湾の分断を招いている原因のひとっともなって

おり， ζのまま放置しておく乙とは望ましくない状態である。そ乙で，本論

文では，港湾の沖合展聞によって取り残されたような，かつての港湾機能の

集積地であるグレーゾーンIC，都市と港湾を結びつける中継点的役割を与え

るととを提案するものである。つまり．都市空間として開放の方向にある

ウォーターフロントを有効K利用していくためには，前述したように，単iζ．

施設を地先に導入するのではなく，背後iζ形成されている都市の都市構造に

組み込んでいくととが重要であり，隔絶の状況を呈している都市と港湾の融

合化を図るための戦略的拠点としてクレーゾーンを位置づけようとするもの

である。そのため，本論文ではグレーゾーンを検出する手法の展開を行い．

さらに，その結果を踏まえ，都市と港湾の融合化の方策についての試論を加

える乙とを目的とする。なお，手法の展開は．千葉県船橋市南西部 ClOOm

メッシュ1437地区・図2）をケーススタディとして行う。
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図2 ケーススタディ対象地域

総武線

注（1）例えば，文献③pp.31～42，⑨pp.1～14，④pp.173～185等に詳しし、。
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(2）現在，港湾管理者である地方自治体は， 「モデル条例」と呼ばれる運輸省の通

達iζ基いて，港湾機能関連施設に限定されていた臨港地区の建設規制を緩和す

る方向で．関係各省庁との調整を行っている。

(3）文献⑬pp.32～33,@pp.147～1541L詳しし、。

(4) グレーゾーンという言葉は．北見俊郎氏が港湾機能と都市機能が調和した地域

を「グレイのエリアJ（文献④p.169）としている。また，川端直志氏は，あ

る地域に乙れまであった機能が他の機能にとって代わり，そのために寂れていっ
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（文献⑫p.178）と呼んでいる。た地域を指して「グレー・ゾーンJ

グレーゾーンの検出と考察5. 

(1）都市機能力および港湾機能力の算定

「かつて港湾機能が集積し．港湾の沖合展聞において取グレーゾーンは，

り残されたような地域で．現在都市機能の活性化も顕著ではなし、」という概

念から，都市機能と港湾機能の集積状況をポテンシャjレ（力）に置き換え．

都市機能力と港湾機能力という 2つの評価指標を用いて検出する。それぞれ

の機能力は．対象地域1437地区別に昭和50年， 58年の2カ年について以下の

手順（図 3)Iζ従って算定する。

都市（港湾）機能力の算定手JI康図3
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表1 都市機能力評価項目 表2 港湾機能力評価項目

No. 項目名 No. 項 g 名

1 人口（人｝ 1 野積場面積（110

2 世帯数｛世帯｝ 2 岸壁の長さ（m) 

3 商店数（店｝ 3 荷さばき地・上屋面積（ nO

4 商業従業者数（人） 4 運給関連絡訟面積（nf)

5 都市型製造業事業所面積（目1') 5 港湾型製造業事業所面積（nf) 

6 都市型製造業従業者数｛人｝ 6 港湾型製造業従業者数（人｝

①都市機能力および港湾機能力を説明する項目として，表Iおよび表2IL示

すそれぞれ6項目を選定し，面積関係の項目は土地利用現況図の実測，人口

関係は町丁別あるいは町別統計データを土地利用現況図によって同定し， 100

mメッシュのデーターを作成する。

②選定した項目は，データの単位やレンジが異なる乙とから，項目ごとに標

準化（平均o.分散I）を行い，すべての項目が同じ尺度になるようにする。
①各項目ごとに最小値を求め，それを＠で得られた値に加算する。加算後の

最小値がOになるととから，さらK定数（ζの場合I）を加算する。

④③で得られた都市機能．港湾機能のそれぞれ6項目の値の総和を求める。

＠データの特化などを補正するため，データの分布状況および赤池情報量規

準（AIC）を参考にして④で得られた値を5ランクの評価に変換し，さら

に，スムージングによってデータの平滑化を行ったものを，それぞれ都市機

能力，港湾機能力として算定した。

その結果を等高線状に表したものが図4および図5であり， ζれをみると．

昭和50年K海側へ延び‘ていた都市機能力の高い地域は．全体的に内陸側に後

退し逆K，低い値の地域は．船橋駅を中心として多少南下しており，京葉

道路の周辺までに都市機能力の比較的高い地域が集まる傾向iζあると考えら

れる。港湾機能力は. 2ヶ年を通じて，京葉道路以南iと分布しており，その

中でも日の出運河の西の地先付近に高い値を示している。昭和50年から昭和

58年にかけての変化は新規埋立地の潮見町と海老川を越えた高瀬町埋立地ま

での広範囲に及んでいる。 ζの範囲の拡大は，栄町にある港湾機能力の高い



24 ウォーターフロント開発における都市と港湾

図4 都市機能力の状況

図5 港湾機能力の状況
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地域の範囲が狭まった乙とからみて，港湾機能の集積地域が地先へ向かつて

広い範囲に分散し，流出していく傾向があると考えられる。

(2）グレーゾーンの検出

グレーゾーンは，都市と港湾の聞にあって，そのどちらともつかない暖昧

な性格の地域という乙とから， 「昭和58年において，都市機能力および港湾

機能力があり，両機能力共l乙各々の平均である基準値illを下回る地区」と定

義づけて検出した。その結果．図61乙示すどとく 141地区がグレーゾーンと

図6 グレーゾーンの分布

｜凡例

｜囚グレーゾーン
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して捉える乙とができた。その分布状況は，京葉道路以南の船橋港周辺，船

橋インターチェンジから湾岸道路にかけての一帯，さらに，潮見町，浜町，

高瀬町の大別じて5つの地域にある乙とが得られた。乙れをみると，新規埋

立地はまだ基盤が整っていないとみなすととができる ζとから，潮見町，高

瀬町のグレーゾーンを除くと．歴然と都市と港湾の聞にグレーゾーンが存在

している乙とが把握できる。乙れらの地域の土地利用現況（現地調査）をみ

ると，小規模で老朽化した工場用地と都市運営用地121K占有されており，地

先部分の近代的な港湾機能の集積地とは異質な空間となっている。また．都

市的施設の立地もあるが，殆どが港湾関係者のためのものであり，都市との

つながりは希薄である。

注（1）都市機能力，港湾機能力それぞれについて，機能力を有する地区の値の算術平

均を基準値とした。 ちなみに，都市機能力の基準値は26，港湾機能力は18であ

る。

(2) 都市運営用地とは，本論で用いた船橋市土地利用現況図（昭和56年）で示され

ている分類の一つであり ．運輸流通施設用地，供給処理施設用地など，都市の

運営K.係わりの深い土地利用が行われている地域を合わせた用地を指している。

6.融合化の方策

都市と港湾の融合化は，都市生活者に良質なウォーターフロン卜の提供を

なし得る乙とが可能になるととと同時に，港湾都市の健全なる発展に欠かせ

ないものである。そのため，現在ウォーターフロント地先で計画・開発され

ている諸計画を促進させる乙とも重要であるが， ζζで検出したグレーゾー

ンを融合化のための戦略的地域と位置づけ，都市基本計画の中に明確なる機

能として確立すべきである。 具体的には，都市の基盤としての居住機能を媒

介として．遣された港湾関連の歴史的遺産 （施設，空間， 産業，機能等），

および港湾機能の構成要素を綿密に分析し，その中から，都市の活性化にとっ

て有用となる要素を保存・活用し，また，商業・ 業務機能等を加え，付加価
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値を与える乙とによって，新たな港湾機能として再構成する乙とも考えられ

る。あるいは前述した緩衝帯機能としても有効であろう。乙のほか様々な状

況が考えられようが，従来，土地利用の暖昧な地域として存在してきたグレー

ゾーンを，都市と港湾の複合的な土地利用ができる中間的用途の新たな地域 Ill

として都市基本計画の中に包含する乙とによって，都市と港湾の融合化は促

進される乙とになろうと考える。

注(1) メイン州ポー トラン ドCUSA）のようIL，漁業用埠頭としてゾーニングされ

ていた地域を二分割し，海洋・漁業関連用途K加え．商業，工業，住居などの

様々な用途の立地を認める中間的用途である，複合利用区域のゾーニングをし

た例もある（文献①p.200）。

あとがき

乙乙で提案したグレーゾーンの検出手法はまだまだ稚拙であるが，都市と

港湾という問題も含めたウォーターフロントを考えるうえにおいて．グレー

ゾーンの積極的位置づけを理解するととによって，ウォーターフロント開発

の新たな意味と方向が顕在化してくると思われる。いずれにしても．ウォー

ターフロントの特性を活かした開発のコンセプトを早急、lζ確立しなければ，

ウォーターフロントはわが国独特の開発の渦花巻き込まれ， 「海のスプロー

ノレJ地域という言葉を生み出しかねないのである。
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